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１ 人口と障がい者手帳所持者の推移 

本市の総人口の推移をみると、平成 23 年から令和 2 年にかけて 6,568 人減少する一

方で、65歳以上の人口は 12,600 人増加しており、高齢化が顕著に表れています。 

障がい者手帳所持者の推移をみると、平成 22年度から令和元年度にかけて、1,046 人

増加しており、総人口に占める手帳所持者の割合も、5.31％から 5.85％に増加してい

ます。 

（単位：人） 

年 H23.4.1 H27.4.1 R2.4.1 

総人口 ※H28 年から外国人を含む 268,554 265,521 261,986 

 65 歳以上 63,257 73,018 75,857 

    

年 度 H22 H27 R1 

障がい者手帳所持者合計数（各年度 3 月末） 14,273 15,413 15,319 

総人口に占める手帳所持者の割合（％） 5.31 5.80 5.85 

＜人口と障がい者手帳所持者の割合の推移＞ 

(人)                                 （％） 
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２ 障がいのある人の状況 

（１）障がい者手帳所持者の推移 

平成 22 年度から令和元年度の手帳所持者の総数は 14,273 人から 15,319 人と 1,046

人、7.3％の増加となっておりますが、障がい種別でみると、身体障害者手帳所持者は

8.2％減となっているものの、療育手帳所持者は 30.9％増、特に精神障害者保健福祉手

帳所持者は約 2.2 倍と大幅に増加しています。 

また、令和元年度の障がい種別の手帳所持者の割合は、身体障害者手帳 68.3％、療育

手帳 14.3％、精神障害者保健福祉手帳 17.4％となっており、身体障害者手帳所持者の

占める割合が高くなっています。 

                      （単位：人） 

年 度 H22 H27 R1 

障がい手帳所持者合計数（各年度 3 月末） 14,273 15,413 15,319 

 

身体障害者手帳 11,399 11,510 10,464 

療育手帳 1,669 1,905 2,184 

精神障害者保健福祉手帳 1,205 1,998 2,671 

 

＜３障がいの手帳所持者の推移＞ 

 

（２）身体障害者手帳所持者の状況 

 身体障害者手帳所持者について、平成 29 年度を境に減少しています。 

令和元年度において、等級別では 1 級が最も多く 30.6％、障がい区分別では、肢体不 

自由が最も多く 53.3％を占めています。 

年齢構成別では、平成 27 年度と比較すると 65歳以上の割合が増加しており、

76.0％を占めています。 
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＜手帳交付状況の推移＞ 

○等級別（各年度 3 月末）                     （単位：人） 

 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 合計 

平成 27 年度 3,446 1,695 2,359 2,736 566 708 11,510 

28 3,465 1,707 2,371 2,746 571 716 11,576 

29 3,356 1,586 2,286 2,647 568 656 11,099 

30 3,354 1,584 2,270 2,597 537 648 10,990 

令和元年度 3,204 1,492 2,171 2,502 491 604 10,464 

○障がい区分別（各年度 3 月末）                   (単位：人） 

 視覚 聴覚 音声言語 肢体 内部 合計 

平成 27 年度 752 958 129 6,417 3,254 11,510 

28 758 957 131 6,462 3,268 11,576 

29 689 929 120 6,102 3,259 11,099 

30 689 930 122 5,938 3,311 10,990 

令和元年度 658 868 118 5,582 3,238 10,464 

○年齢構成別(H27 年度 3 月末)                   （単位：人） 

 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 合計 

0～18 歳 112 34 27 22 7 11 213 

19～64 歳 876 459 467 526 172 141 2,641 

65 歳以上 2,458 1,202 1,865 2,188 387 556 8,656 

合計 3,446 1,695 2,359 2,736 566 708 11,510 

(R1 年度 3 月末）                   （単位：人） 

 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 合計 

0～18 歳 89 34 23 21 4 13 184 

19～64 歳 828 409 390 428 154 115 2,324 

65 歳以上 2,287 1,049 1,758 2,053 333 476 7,956 

合計 3,204 1,492 2,171 2,502 491 604 10,464 
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0～18歳 19～64歳 65歳以上
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21.7%

69.1%

9.2%

令和元年度

0～18歳 19～64歳 65歳以上

（３）療育手帳所持者の状況 

療育手帳所持者は年々増加傾向にあり、特にＢ2 については平成 27 年度の約 1.3 倍

増加しています。 

令和元年度において、障がい程度別ではＢ2 が最も多く 35.6％、年齢構成別では、19

～64 歳が 69.1％を占めています。平成 27 年度と比較すると 19～64 歳、65 歳以上の割

合は減少している一方、0～18 歳の割合は増加しています。 

＜手帳交付状況の推移＞ 

○障がい程度別（各年度 3 月末）                   （単位：人） 

 A1 A2 B1 B2 合計 

平成 27 年度 691 50 553 611 1,905 

28 705 46 569 665 1,985 

29 710 49 582 650 1,991 

30 717 53 609 746 2,125 

令和元年度 725 56 626 777 2,184 

○年齢構成（H27 年度 3 月末）                    （単位：人） 

 A1 A2 B1 B2 合計 

0～18 歳 92 8 103 200 403 

19～64 歳 515 34 387 388 1,324 

65 歳～ 84 8 63 23 178 

合計 691 50 553 611 1,905 

(R1 年度 3 月末)                     （単位：人） 

 A1 A2 B1 B2 合計 

0～18 歳 87 9 122 256 474 

19～64 歳 548 38 431 492 1,509 

65 歳～ 90 9 73 29 201 

合計 725 56 626 777 2,184 
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（４）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者は年々増加傾向にあり、特に 3 級については平成 27

年度の約 1.5 倍増加しています。 

令和元年度において、等級別では 2 級が最も多く 66.9％、年齢構成別では、19～64

歳が 78.7％を占めています。平成 27 年度と比較すると 19～64 歳、65 歳以上の割合は

減少している一方、0～18 歳の割合は増加しています。 

＜手帳交付状況の推移＞ 

○等級別（各年度 3 月末）                      （単位：人） 

 1 級 2 級 3 級 合計 

平成 27 年度 96 1,388 514 1,998 

28 102 1,510 573 2,185 

29 110 1,601 613 2,324 

30 124 1,683 698 2,505 

令和元年度 123 1,787 761 2,671 

○年齢構成（H27 年度 3月末）                    （単位：人） 

 1 級 2 級 3 級 合計 

0～18 歳 3 13 8 24 

19～64 歳 41 1,103 435 1,579 

65 歳～ 52 272 71 395 

合計 96 1,388 514 1,998 

     (R1年度 3月末)                      (単位：人) 

 1 級 2 級 3 級 合計 

0～18 歳 4 27 23 54 

19～64 歳 49 1,405 648 2,102 

65 歳～ 70 355 90 515 

合計 123 1,787 761 2,671 
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（５）難病患者等 

 難病は、原因が不明で治療方法が確立していない疾病をいい、平成 27年 1 月より「難

病の患者に対する医療費等に関する法律」が施行され、指定難病の患者に対して、医療

費の助成が行われています。 

 令和 2 年 3 月 31 日現在、本市の特定医療費（指定難病）支給認定状況は、1,887 件

であり、ほぼ横ばい傾向にあります。 

 

＜特定医療費（指定難病）支給認定件数の推移（各年度 3月 31 日現在）＞  （件） 

 

 治療期間が長く、医療費負担が高額になる児童の慢性疾病の患者に対しては、平成 27

年１月に児童福祉法が一部改正され、小児慢性特定疾病医療費として助成が行われてい

ます。 

 令和 2 年 3 月 31 日現在、本市の小児慢性特定疾病医療費の支給認定状況は、227 件

であり、平成 30 年度に子ども医療費の窓口無料化により大幅に減少している状況です。 

 

＜小児慢性特定疾病医療支給認定件数の推移（各年度 3 月 31 日現在）＞   （件） 
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（６）障がいのある人の雇用と就労の状況 

 本県の 2.2%の法定雇用率が適用される民間企業（法定常用労働者数 45.5 人以上規模

の企業・令和元年 6 月 1日現在）の数は、748 社で、過去最高となっています。  

民間企業で雇用されている障がいのある人の数は、2,757 人（身体障がいのある人

1,629 人、知的障がいのある人 711 人、精神障がいのある人 417 人）で、前年より 17.0

人減少しました。雇用者のうち、精神障がいのある人は 51.5 人増加しましたが、身体

障がいのある人は 11.0 人、知的障がいのある人は 57.5 人減少しました。 

常用労働者数に対する割合（実雇用率）は、2.35%となっており、全国平均の雇用率

2.11%を上回っています。 

法定基礎労働者数は、前年より 1822.5 人増加しましたが、雇用された障がい者数は

17.0 人減少しました。 

法定雇用率（2.2%）を達成している企業の割合は、57.1%となっており、全国平均の

雇用率 48%を上回っています。  

＜障がいのある方の雇用状況＞ 

 H27 H28 H29 H30 R1 

事業数 650 651 652 737 748 

常用雇用労働者数 110,735.5 112,163.0 115,129.5 121,302.0 123,107.5 

法定基礎労働者数 105,582.5 106,765.0 109,582.5 115,393.0 117,215.5 

 身体障がい 1,499.0 1,541.0 1,600.0 1,640.0 1,629.0 

 知的障がい 696.0 684.0 738.5 768.5 711.0 

 精神障がい 252.0 242.0 294.0 365.5 417.0 

 計 2,447.0 2,467.0 2,632.5 2,774.0 2,757.0 

実雇用率（％） 2.32 2.31 2.40 2.40 2.35 

達成企業数 346 370 382 417 427 

達成企業割合（％） 53.2 56.8 58.6 56.6 57.1 

＜障害者実雇用率＞                         （単位：％）

 

＜法定雇用率達成企業割合＞                    （単位：％） 

障害者実雇用率・法定雇用率達成企業割合 出典：福井労働局「障害者雇用状況集計結果」 
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本県の民間企業や官公庁等において一般就労している障がいのある人は、身体障がい

のある人が 2,170 人と最も多く、38.6%を占めています。就労継続支援 A 型事業所では

精神障がいのある人が 638 人と最も多く、49.6％を占めています。就労継続支援 B型事

業所では知的障がいのある人が 1,101 人と最も多く、51.5%を占めています。 

就労継続支援 A型事業所の賃金は、全国平均を上回っており高い水準を維持し、就労

継続支援 B 型の工賃も、全国平均を上回っています。 

＜障がい者就労の分布＞ 

出典：福井県障がい福祉課資料 

＜就労継続支援 A 型事業所賃金の推移＞                （単位：円）

＜就労継続支援 B 型事業所工賃の推移＞               （単位：円） 

         就労継続支援事業所賃金（工賃） 出典：工賃・賃金実績調査（厚生労働省調べ） 
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 本市では、障がい者雇用調整員が企業訪問による就労体験先の開拓等を行い、一般企

業への就労を促進しています。また、就労後の定期的な定着支援も行っています。 

 障がい者雇用調整員による就労先企業を見ると、事業を開始した平成 27 年度では、

2 業種 10 企業でしたが、企業開拓を進めた結果、令和元年度においては、10 業種 19 企

業へと幅広い業種に就労先が拡大しています。 

＜障がい者雇用調整員による業種別就労企業延数＞          （単位：社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 H28 H29 H30 R1
R2

(9月末）
計

製造 2 3 4 5 3 17

小売 9 3 2 1 1 1 17

販売 1 1

運送 1 1 2

物流 1 1

IT 1 2 3

メディア系 1 1

 レンタル・リース 1 2 2 5

クリーニング 1 1

 冠婚葬祭 1 1 2

飲食業 1 1 2

宿泊業 1 1

 入浴施設 2 2

 福祉関連 1 1 3 1 6

病院 2 2

学校 1 1

郵便 1 1 2

官公庁 1 1 2

10 6 10 13 19 10 68

年度

計

※67人68社（1名は同一年度内に2社に就職）

業
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（７）発達障がいのある人の状況 

 発達障がいの専門の相談拠点として設置している「発達障がい相談支援事業所」や、

市域を 4地区に分けて設置している「地区障がい相談支援事業所」における相談件数は、

年々増加しています。特に障がい者の方の相談が平成 29 年度と比較すると 2 倍以上に

なっています。相談内容としては、主に保育や教育・就労支援等が年々増加しています。  

＜相談件数＞  

〇相談対応件数（延べ） 対象 H29 年度 H30 年度 R1 年度 H29/R1 

発達障がい 

相談支援事業所 

障がい児 1,143 件 1,547 件 1,565 件 1.37 

障がい者 402 件 580 件 639 件 1.59 

地区障がい者 

相談支援事業所 

障がい児 83 件 192 件 310 件 3.73 

障がい者 391 件 453 件 1,044 件 2.67 

発達障がい児 小計 1,226 件 1,739 件 1,875 件 1.53 

発達障がい者 小計 793 件 1,033 件 1,683 件 2.12 

計 2,019 件 2,772 件 3,558 件 1.76 

 

＜相談支援件数の推移＞                         （人） 
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（８）災害時の障がいのある人への支援の状況 

 高齢者や障がいのある人など、災害時の避難に支援を必要とする方の中で、地域への

情報提供に同意いただいた方の名簿を市が作成し、その情報を地域に提供することで、

平常時の見守り活動や災害時の支援体制づくりに活用しています。 

 市内の障がい手帳を所持している人のうち、「避難行動援護者名簿」に登録している

障がいのある方は、2,792 人（身体障がい 2,099 人、知的障がい 240 人、精神障がい 453

人（令和 2 年 7月 31 日現在））となっています。 

 また、市内の福祉避難所は、61 施設で 442 人（令和 2 年 7 月 1 日現在）が受け入れ

可能となっていますが、そのうち障がい者福祉施設が福祉避難所となっているのは、6

施設で 57人が受け入れ可能となっています。 

 

＜福井市避難支援プラン＞ 
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３ 障害福祉サービスの提供状況（障害者総合支援法） 

（１）障害福祉サービス支給決定者数の推移 

令和元年度の支給決定者数は 2,570 人で、平成 27 年度と比べると 18.4％増加してい

ます。中でも精神障がい者の伸び率は 33.3％と大きく、占める割合も 29.2%から 32.8％

と増加しています。また、年齢構成の割合は、ほぼ横ばいです。 

＜障害福祉サービス支給決定者数（各年度 3 月末）＞ （単位：人） 

 H27 R1 

支給決定者数 2,170 2,570 

＜障がい種別支給決定者数（各年度 3 月末）＞            （単位：人） 

 身体 知的 精神 障がい児 難病等 合計 

H27 551 891 633 95 0 2,170 

R 1 604 1,030 844 85 7 2,570 

伸び率（％） 9.6 15.6 33.3 ▲10.5 - 18.4 

＜障がい種別割合の推移＞ 

＜年齢構成別支給決定者数（各年度 3 月末）＞            （単位：人） 

 0～18 歳 19 歳～64 歳 65 歳～ 合計 

H27 95 1,812 263 2,170 

R 1 85 2,155 330 2,570 

伸び率（％） ▲10.5 18.7 25.5 18.4 

＜年齢構成別割合の推移＞ 

95

（4.4％）

85

（3.3％）

1,812

（83.5%）

2,155

（83.9%）

263

（12.1%）

330

（12.8%）

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

H27

R1

0～18歳 19～64歳 65歳以上

551

（25.4％）

604

（23.5%）

891

（41.0%）

1,030

（40.1%）

633（29.2%）

844

（32.8%）

95

（4.4%）

85

（3.3%）

7

0.3%）

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

H27

R1

身体 知的 精神 障がい児 難病等



－ 17 － 

 

（２）障害福祉サービス給付費の推移 

障害福祉サービス給付費は、平成 27 年度からの 5 年間で、約 1.2 倍、8 億 7 千万円

増加しています。特に訪問系サービスの給付費及び相談支援の給付費の伸び率が上昇し

ています。 

＜障害福祉サービス事業の推移（各年度 3 月末）＞ 

 H27 R1 H27/R1 

支 給 決 定 者 数

（人） 
2,170 2,570 1.2 

利用延人数（人） 35,970 43,558 1.2 

 訪問系 3,406 4,670 1.3 

日中活動系 21,453 25,674 1.2 

居住系 7,375 7,300 ▲1.0% 

相談支援 3,736 5,914 1.6 

給付費（円） 4,687,803,956 5,558,089,598 1.2 

 訪問系 340,460,530 464,366,533 1.4 

日中活動系 3,213,170,635 3,844,556,719 1.2 

居住系 1,073,998,171 1,169,080,139 1.1 

相談支援 60,174,620 80,086,207 1.3 

 

＜利用延人数及び給付費の推移＞ 
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＜利用延人数の推移＞                       （単位：人） 

 

＜サービス別給付費の推移＞                   （単位：百万円） 
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（３）地区相談支援事業所別 支給決定者数（令和 2 年 8月 1 日現在） 

 4 地区の事業所当たりの障害福祉サービスの支給決定者数は、ほくとう地区が最も少 

なく、ほくせい地区が最も多いことから、ほくとう地区では事業所が充足している一方、 

ほくせい地区の事業所が比較的少ない状況となっています。 

※支給決定時の住民票の住所 

※複数サービスの支給決定者については、それぞれのサービスで計上 

 

ほくとう 春山、松本、宝永、順化、日之出、旭、啓蒙、岡保、東藤島、和田、円山

ほくせい 鶉、棗、鷹巣、本郷、宮ノ下、国見、大安寺、中藤島、森田、河合、西藤島、明新

なんとう　 豊、木田、酒生、一乗、上文殊、文殊、六条、東郷、美山、清明、麻生津

なんせい 足羽、湊、社南、社北、社西、日新、東安居、安居、一光、殿下、清水東・西・南・北、越廼

地 区 内 訳

ほくとうほくせいなんとうなんせい 計

支給決定者数 160 54 80 99 393

事業所数　 17 4 5 6 32

支給決定者数 2 2 2 4 10

事業所数 14 3 4 5 26

支給決定者数 0 2 0 1 3

事業所数 5 0 1 0 6

支給決定者数 19 15 11 17 62

事業所数 3 0 0 2 5

支給決定者数 3 8 6 7 24

事業所数 0 0 0 0 0

支給決定者数 153 103 158 195 609

事業所数 9 4 7 12 32

支給決定者数 126 94 104 116 440

事業所数 4 3 8 7 22

支給決定者数 21 24 71 83 199

事業所数 0 1 3 4 8

支給決定者数 91 21 63 61 236

事業所数 9 2 9 8 28

支給決定者数 1 1 1 0 3

事業所数 0 0 1 0 1

支給決定者数 6 6 21 8 41

事業所数 3 1 3 0 7
支給決定者数 0 0 2 2 4

事業所数 0 0 1 1 2

支給決定者数 3 1 3 2 9

事業所数 0 0 1 0 1

支給決定者数 22 14 20 12 68

事業所数 2 1 3 2 8

支給決定者数 132 85 124 120 461

事業所数 10 3 7 3 23
支給決定者数 241 137 183 203 764
事業所数 14 3 11 9 37
支給決定者数 4 5 4 4 17
事業所数 0 0 1 1 2
支給決定者数 0 0 0 0 0
事業所数 2 0 3 0 5
支給決定者数 2 1 1 2 6
事業所数 2 0 3 0 5
支給決定者数 645 385 556 609 2,195

事業所数 9 4 6 4 23

支給決定者数(計画相談除く） a 986 573 854 936 3,349
事業所数 b 103 29 78 64 274
事業所当たりの支給決定者数 a/b 10 20 11 15

地域移行支援

地域定着支援

計画相談支援

計

就労定着支援
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就労移行
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就労継続（Ｂ型）
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                      　地区
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４ 障害児通所支援の提供状況（児童福祉法） 

（１）障害児通所支援支給決定者数の推移 

令和元年度の支給決定者数は 746 人で、平成 27 年度と比べると 79.3%増加していま

す。中でも、発達障がいを含む精神障がいの割合は、44.0％から 59.4％と増加し、伸び

率も約 2.5 倍と大幅に増加しています。 

＜障害児通所支援支給決定者数（各年度 3 月末）＞   （単位：人） 

 H27 R1 

支給決定者数 416 746 

＜障がい種別支給決定者数（各年度 3 月末）＞            （単位：人） 

 身体 知的 精神 合計 

H27 87 146 183 416 

R 1 94 209 443 746 

伸び率（％） 8.0 43.2 142.1 79.3 

＜障がい種別割合の推移＞                     （単位：人） 
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（２）障害児通所支援給付費の推移 

障害児通所支援給付費は、平成 27 年度からの 5 年間で約 2.3 倍、4 億 4 千万円増加

しています。特に、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の伸び率が上昇してい

ます。その主な要因としては、放課後等デイサービスの事業所数が倍増したことや利用

者ニーズの高まりにより増加したことが考えられます。 

＜障がい児通所支援事業の推移（各年度 3 月末）＞ 

 H27 R1 H27/R1 

支給決定者数（人） 416 746 1.8 

利用延人数（人） 5,197 9,115 1.8 

 児童発達支援 1,304 1,483 1.1 

 放課後等デイサービス 2,673 5,973 2.2 

 保育所等訪問支援 111 271 2.4 

 居宅訪問型児童発達支援 - 2 ‐ 

 障がい児相談支援 1,109 1,386 1.3 

給付費（円） 333,659,889 770,370,020 2.3 

 児童発達支援 81,522,406 91,813,767 1.1 

 放課後等デイサービス 230,930,883 644,520,179 2.8 

 保育所等訪問支援 1,754,009 5,481,845 3.1 

 居宅訪問型児童発達支援 0 110,775 - 

 障がい児相談支援 19,452,591 28,443,454 1.5 

 

＜利用延人数及び給付費の推移＞ 
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＜利用延人数の推移＞                       （単位：人） 

 

＜サービス別給付費の推移＞                  （単位：百万円） 
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（３）地区相談支援事業所別 支給決定者数（令和 2 年 8月 1 日現在） 

 4 地区の事業所当たりの障害児通所支援サービス支給決定者数は、ほくとう地区が最 

も少なく、なんせい地区が最も多いことから、障がい者同様、ほくとう地区では事業が 

充足しています。一方、なんせい地区の事業所は比較的少ない状況となっています。 

※支給決定時の住民票の住所 

※複数サービスの支給決定者については、それぞれのサービスで計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほくとう 春山、松本、宝永、順化、日之出、旭、啓蒙、岡保、東藤島、和田、円山

ほくせい 鶉、棗、鷹巣、本郷、宮ノ下、国見、大安寺、中藤島、森田、河合、西藤島、明新

なんとう　 豊、木田、酒生、一乗、上文殊、文殊、六条、東郷、美山、清明、麻生津

なんせい 足羽、湊、社南、社北、社西、日新、東安居、安居、一光、殿下、清水東・西・南・北、越廼

地 区 内 訳

　　　　　　　　　地区
サービス種類

ほくとうほくせい なんとうなんせい 計

支給決定者数 43 33 33 29 138
事業所数 8 5 2 1 16
支給決定者数 182 165 129 159 635
事業所数 13 10 7 10 40
支給決定者数 33 18 11 18 80
事業所数 4 2 0 1 7
支給決定者数 1 0 0 0 1
事業所数 0 2 0 0 2
支給決定者数 233 202 166 192 793
事業所数 7 5 5 3 20
支給決定者数(計画相談除く） a 259 216 173 206 854
事業所数 b 32 24 14 15 85
事業所当たりの支給決定者数 a/b 8 9 12 14

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

障害児相談支援

計



－ 24 － 

 

（４）医療的ケア児等の支給決定者数の推移 

令和元年度の医療的ケア児の支給決定者数は、医療技術の進歩等を背景とした医療的

ケア児の増加や受入事業所の増加に伴い、平成 27 年度の 21 人から 30 人と増加してい

ます。 

令和元年度の重症心身障がい児の支給決定者数は、平成 27 年度の 40 人から 37 人と

ほぼ横ばいとなっています。 

＜医療的ケア※1児支給決定者数（各年度 3 月末）＞ 

（単位：人） 

 H27 R1 

支給決定者数 21 30 

 

居宅介護 7 7 

短期入所 14 14 

日中一時支援 10 4 

児童発達支援 6 9 

 医療型児童発達支援 0 1 

 
放課後等デイサービス 15 18 

保育所等訪問支援 2 5 

＜R1 支給決定者（30 人）の年齢構成＞              （単位：人） 

～3 歳 4～6 歳 7～9 歳 10～12 歳 13～15 歳 16～18 歳 

7 4 6 3 5 5 

＜重症心身障がい児※2支給決定者数（各年度 3月末）＞ 

（単位：人） 

 H27 R1 

支給決定者数 40 37 

 居宅介護 3 4 

 短期入所 9 21 

 日中一時支援 19 7 

 児童発達支援 9 7 

 
医療型児童発達支援 0 0 

放課後等デイサービス 29 27 

 保育所等訪問支援 7 2 

＜R1 支給決定者（37 人）の年齢構成＞              （単位：人） 

～3 歳 4～6 歳 7～9 歳 10～12 歳 13～15 歳 16～18 歳 

5 1 9 3 9 10 

※1 医療的ケア：人工呼吸器、気管切開、経管栄養、吸引、導尿、在宅酸素療法、中心静脈栄養 

※2 重症心身障がい児：重度の知的障がい(Ａ１程度)と重度の肢体不自由が重複する児童 
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５ 障がいのある児童・生徒の状況 

（１）保育園の入所状況 

入所児童（認定こども園を含む）の約 1割が、障がい児や発達障がい児、気になる子

です。これらの子どもの割合は増加傾向にあります。 

＜保育園に入所している障がい児等児童数（各年度 4 月 1日）＞    （単位：人） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

入所児童数（①） 8,865 9,294 9,083 9,624 10,036 

障がい児等児童数（②） 1,069 1,166 1,125 1,409 1,347 

  
障がい児保育対象児童※1 62 60 67 63 56 

ふれあい保育対象児童※2 169 170 136 142 170 

  
医療的ケア児 1 0 1 2 3 

重症心身障がい児 0 0 1 0 0 

 気になる子※3 838 936 922 1,204 1,121 

入所児童に対する 

障がい児等児童の割合（②/①）（%） 
12.1 12.5 12.4 14.6 13.4 

＜保育園に入所している障がい児等児童数の推移＞ 

※1 障がい児保育対象児童：特別児童扶養手当支給対象児童 

※2 ふれあい保育対象児童：障がい児保育の対象とはならないが、中程度の障がいを有する児

童で、福井県子ども療育センター等の専門機関が認めた児童。又は療育手帳Ａ1～Ｂ1 身体

障害者手帳 1～4 級の交付を受けている児童。又は福井市特定教育・保育施設発達相談会で

該当すると判定を受けた児童 

※3 気になる子：発達障がいや知的障がいなどの疑いまたは環境や育て方に問題があると思わ

れる児童で、特別な配慮が必要であると保育士等が判断する児童広汎性発達障がい、注意欠

陥・多動性障がいなどの発達障がいや精神遅滞・言語発達遅滞などが疑われる児童をいう。 

入
所
児
童
数
（
人
） 

障
が
い
児
等
児
童
数
・
気
に
な
る
子
（
人
） 

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

H27年度 H28 H29 H30 R1

入所児童数 障がい児等児童数 気になる子



－ 26 － 

 

（２）放課後児童健全育成事業の利用状況 

放課後児童健全育成事業※1（放課後児童会・児童クラブ）の障がいがある子どもを預

かっている事業所数は増加しており、障がい児登録数も増加傾向にあります。  

＜放課後児童健全育成事業登録児童数（各年度 5月 1 日）＞ 

 H27 H28 H29 H30 R1 

事業所総数（カ所） 66 68 74 78 82 

 障がい児を預かっている 

事業所数 
36 37 42 45 58 

登録児童数（①）（人） 2,708 2,952 3,065 3,252 3,340 

 障がい児登録児童数※2（②） 52 66 69 86 107 

登録割合（②/①）（%） 1.9 2.2 2.3 2.6 3.2 

 

（３）特別支援学校の就学状況 

＜特別支援学校児童・生徒数※3（各年度 5 月 1 日）＞       （単位：人） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

視覚障がい 10 8 9 10 10 

聴覚障がい 13 12 11 15 16 

知的障がい 205 193 203 218 223 

その他（肢体不自由・病弱他） 78 75 83 74 82 

合計 306 288 306 317 331 

（出典：福井県教育委員会「特別支援教育要覧」） 

（４）特別支援学級の設置及び就学状況 

特別支援学級の設置数及び児童生徒数は、小学校、中学校とも増加傾向にあります。 

＜特別支援学級設置及び児童生徒数（各年度 5月 1 日）＞       （単位：人） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

小学校 
学級数 57 62 69 78 84 

児童数 186 214 234 291 314 

中学校 
学級数 27 30 33 33 38 

生徒数 93 105 98 109 128 

合計 
学級数 84 92 102 111 122 

児童生徒数 279 319 332 400 442 

 

※1 放課後児童健全育成事業：児童館や学校の余裕教室、児童館以外の場所等で、留守家庭の

小学生に遊びや生活の場を提供 

※2 障がい児登録児童数：放課後児童会、児童クラブの入会時に、医療機関等からの診断書等

の書類を提出している児童の数 

※3 特別支援学校児童・生徒数：本市に住所を有し、県内 12 校の特別支援学校（幼稚部から高

等部、専攻科）に在籍する、障がいのある子どもの数 
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６ 障がい者施策等の現状と課題 

（１）法制度の改正・施行 

本市の前基本計画策定以降に改正・施行された障がい者施策に関する法制度を整理し

ます。 

①障害者差別解消法の施行 

国・地方公共団体等や民間事業者に対して、障がいを理由とする差別的取り扱い

の禁止や合理的配慮の提供が求められることになり平成 28 年 4 月に施行されまし

た。 

②成年後見制度利用促進法の施行 

認知症、知的障害その他の精神上の障害のため財産管理や日常生活等に支障があ

る人を社会全体で支えるため、平成 28 年 5 月に施行され、これにより利用促進委

員会等の設置や利用促進に関する施策が総合的かつ計画的に推進されることにな

りました。 

③発達障害者支援法の一部改正・施行 

乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援、就労機会確保に加え就労定着支援、

家族等への支援、地域の支援体制の構築などの支援策が強化され平成 28 年 8 月に

施行されました。 

④障害者雇用促進法の改正・施行 

雇用の分野における障がいを理由とする差別的取り扱いが禁止されるとともに、

法定雇用率の算定基礎に精神障がいを加える等の措置を講ずることとなり平成 30

年 4 月に施行されました。 

⑤障害者総合支援法及び児童福祉法の改正・施行 

障がい者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、生活と就労に関する支援

の一層の充実や、高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するた

めの見直し、児童発達支援、医療的ケアなどの障がい児支援の拡充を図ることを目

的として平成 30年 4 月に施行されました。 

⑥その他関連法の改正・施行 

平成 30 年 6 月、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、

障害者による文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡大、文化芸術の作品等の発表の機

会の確保等が規定されました。 

また、同年 11 月には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー法）」が改正され、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明確

化する理念が改めて規定されました。また、令和 2 年 5 月には、「心のバリアフリ

ー」を推進するソフト面の強化などの改正が実施され、6月に一部施行されていま

す。 

そして、令和元年 6 月には、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法
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律（読書バリアフリー法）」が施行され、視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害

者の読書環境の整備について基本的な事項が定められました。 

 

（２）障がい者、市民、事業所アンケート結果 

障がいのある人、市民、事業所を対象に、実情や意向・ニーズ等を踏まえた実効性の

ある計画策定の基礎資料とするためアンケートを実施しました。その中で、特に重視す

べき事項を課題としてまとめました。 

① 発達障がい児者支援の更なる充実 

障がい者のうち発達障がいと診断を受けている方へのアンケート結果では、困っ

たことがあったら誰に、またはどこに相談しているかについて、「家族・親戚」に次

いで「保育所・幼稚園・学校」と回答しています。発達障がいを早期に発見し、療

育につなげることが大切であり、普段から、子どもや保護者と関わる機会の多い保

育士や教員には、良き相談者及び支援者としての役割が求められています。また、

就労にあたり必要な配慮について、「障がいに対する周囲の理解があること」と回

答した割合が最も高く、次いで「就労を継続するための支援体制が充実しているこ

と」となっており、発達障がいのある人が就労上の課題に対応できる柔軟な雇用環

境づくり、就労定着を支援していく必要があります。そのためにも、高等教育期以

降の関係機関の連携が重要課題です。 

さらに、発達障がい者が現在の生活で困っていることや不安に思っていることに

ついて、「自分の老後」「親・家族の老後」「緊急対応（自分や家族の急病のこと）」

の回答の割合が高くなっています。成人期では、家族の高齢化とともに、サポート

力が低下することから、成人期においても途切れのない支援体制が必要です。 

平成 28 年に発達障害者支援法が改正され、乳幼児期から成人期までの各ライフ

ステージに合った適切な支援が強化されました。発達障がいに特化した発達専門の

相談体制及び人材育成、周知啓発、関係機関のネットワークづくりについてさらに

充実させる必要があります。 

② 雇用・就労の促進 

障がい者アンケート結果からは、就労するために必要な配慮としては、約 5 割が

「障がいに対する周囲の理解があること」と回答しています。次に「仕事に選択肢

があること」「障がいのある方に配慮した設備が整っていること」の割合が高くな

っています。また、他の障がいに比べ、知的障がいの方は「就労を継続するための

支援体制が充実していること」の割合が高くなっています。 

雇用・就労が進んでも、継続しづらいことがうかがえ、障がい者雇用に対する事

業主の理解を促進するとともに、企業ニーズを踏まえた就労支援・指導ができる体

制を充実させ、障がいのある人の働く意欲と能力に応える多様で柔軟な雇用環境を

つくり、就労定着を支援していく必要があります。 
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③ 災害時の支援体制づくり 

障がい者アンケート結果では、災害時に一人で避難できるかの問に、「避難でき

ない」「わからない」との回答が約 6 割、特に知的障がい者の割合が高くなってい

ます。近所の援助について、「いない」「わからない」の割合が約 7割と高くなって

います。 

災害発生時に何がしてほしいとの問には、約 4 割が「避難場所で障がいに応じた

支援をしてほしい」と回答しています。 

また、市民アンケートの結果では、障がいのある人への支援について、これまで

したことがある支援、これからできる支援の両方で最も高い割合は「見守りや声か

け」で、これからできる支援の中では、「道路を横断する手助け」「荷物を代わりに

持つ」「階段の昇り降りの手助け」の割合が高く、身近でできることから支援をし

たいと考えている方が多くなっています。 

障がいのある人が地域で安心して生活するためには、平常時から、災害による生

活環境の変化などに対応でき、必要なときに適切な支援が受けられる地域の体制づ

くりを進めることが必要です。 

有事の際、助けてくれる人がいない、避難できないと感じている障がい者が多く、

援護する方の高齢化もあり、障がい者の災害時の支援体制の強化が課題です。また、

避難場所では障がい者に配慮した支援も確立する必要があります。 

 

（３）新型コロナウイルス感染拡大防止、新しい生活様式への対応 

新型コロナウイルス禍の中で生じてきた、障がい者に対する新たな課題に対応する必

要があります。 

 

①ＩＣＴの活用による新しい生活様式への対応及び生産性向上 

オンライン診断、面会など、リモートでの連絡環境構築をはじめとする接触機会

や移動負担の軽減策など、障がい福祉分野におけるＩＣＴの活用について、新型コ

ロナウイルス拡大防止に加え、利用者の利便性向上、事業所の生産性向上を図る観

点も重要と考えられます。 

 

②災害時の支援体制づくり（再掲） 

上記（2）③の課題と同様、障がい者へ配慮した支援を確立する必要があります。 



 



 



 

 



 



 













 







 

 





 























 



－ 54 － 

この計画は、国の示した「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を 

確保するための基本的な指針」（以下「国の基本指針」という。）に基づき、地域の特性

にあったサービス提供体制を整備していくための成果目標及び障害福祉サービス等の

適正な量を確保するための方策を定め、質の高いサービスの利用者への提供に努めます。 

 

（１）本計画に定める事項 

  ① 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業等の提供体制の確保に係る

目標に関する事項 

  ② 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必

要な量の見込み及び見込量の確保のための方策 

  ③ 地域生活支援事業の事業内容及び各年度における事業の種類ごとの実施に関

する考え方並びに量の見込み及び見込量の確保のための方策 

 

（２）成果目標・活動指標の設定 

  福祉施設の入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築、地域生活支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設から一般就労への移行

等、障害児支援の提供体制の整備等、相談支援体制の充実・強化等、障害福祉サービ

ス等の質の向上を進めるため、国の基本指針を踏まえ、令和 5 年度を目標年度とする

成果目標・活動指標を設定します。 

 

 成果目標 

  障害福祉サービス等の提供体制確保の一環として、国の基本方針に定める基本理念

を踏まえ、本市が達成すべき数値目標として設定します。項目ごとの成果目標につい

て、少なくとも年に 1 回はその進捗状況を分析・評価したうえで必要な対応を行うこ

ととされています。 

 

 活動指標 

  本市が設定した成果目標を達成するために必要なサービス提供量等の見込みを定

め、その確保状況の進捗を定期的に分析・評価することとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画について 
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２ 成果目標について 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国の基本指針 

目標① 地域移行者数：令和元年度末施設入所者の 6％以上 

目標② 施設入所者数：令和元年度末の施設入所者数の 1.6％以上削減 

本市の目標 

目標① 地域移行者数：令和元年度末施設入所者の 5.8％ 

目標② 施設入所者数：令和元年度末の施設入所者数の 1.6％削減 

項 目 数 値 

令和元年度末の施設入所者数 340 人 

目標① 

令和 2 年度から令和 5年度末までの地域生活移行者数 
 20 人 

目標② 

令和 5 年度末の施設入所者数 
335 人 

目標設定の考え方 

◇事業所等アンケート調査によると、令和 2年度から令和 5 年度末までの地域生

活移行者数は 2人となっていますが、地域生活支援拠点の機能の一つである体

験の機会の提供や病院に対する障害福祉サービス制度の周知による精神科病

院からの地域移行者数も見込み、国の指針に近い 5.8%、20 人を目標とします。 

◇施設入所者数については、国の指針である 1.6％削減の 335 人を目標としてい

ますが、本人の高齢化、障がいの重度化により入所支援を必要としている方も

います。このような方には、サービスが提供できるように、また自立が可能で

希望される方には、地域生活が送れるよう支援していきます。 
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（２） 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の基本指針 

目標① 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 

    316 日以上（H30 年時点の上位 10%の都道府県の水準） 

目標② 精神病床の 1年以上入院患者数：10.6 万人～12.3 万人に 

    （H30 年度の 17.2 万人と比べて 6.6 万人～4.9 万人減） 

目標③ 退院率：3 カ月後 69％以上、6 カ月後 86％以上、1年後 92％以上 

    （H30 年度時点の上位 10%の都道府県の水準） 

本市の考え方 

◇上記目標に関する成果目標は、県が設定するため、本市の目標は設定しないもの

の、退院後の地域生活を継続して支える相談・見守り体制の整備をはじめ、地域

生活移行後に対応するための支援体制の充実を図るため、令和 2 年度に設置し

た保健・医療・福祉等関係者による協議の場において、情報共有や効果的な取り

組み等について協議します。 

 

（３） 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

国の基本指針 

目標 地域生活支援拠点を確保しつつ、年 1回以上運用状況を検証及び検討する 

本市の目標 

目標 地域生活支援拠点を確保しつつ、年 1回以上運用状況を検証及び検討する 

項 目 数 値 

目標 地域生活支援拠点を確保しつつ運用状況の検証及び検討 1 回以上 

目標設定の考え方 

◇第 5 期計画において、障がいのある人の高齢化や親なき後の支援及び施設や病

院等からの地域移行を進めるため、地域で安心して生活するための支援を行う

地域生活支援拠点を、基幹相談支援センターに併設し、相談から支援まで迅速

な対応ができる拠点を確保しました。委託法人等との協議や拠点利用者から聞

き取りを行い、年１回以上運用状況を検証します。 

◇地域生活支援拠点ガイドラインを用いて相談支援専門員への周知に努め、地域

生活支援拠点の利用促進を図ります。 
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（４） 福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針 

目標① 一般就労への移行者数：令和元年度の 1.27 倍 

    うち移行支援事業：1.30 倍、就労 A 型：1.26 倍、就労 B 型 1.23 倍 

目標② 就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち、7 割以上の利用 

目標③ 就労定着率 8割以上の就労定着支援事業所：7 割以上 

本市の目標 

目標① 一般就労への移行者数：令和元年度の 1.1 倍 

目標② 就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち、3 割の利用 

目標③ 就労定着率 8割以上の就労定着支援事業所：7 割 

項   目 数 値 

令和元年度の一般就労移行実績 58 人 

目標① 

令和 5 年度末における一般就労移行者数 
63 人 

目標② 

令和 5 年度における、就労移行支援事業等を通じて 

一般就労する移行者の、就労定着支援事業利用率 

3 割 

目標③ 

就労定着支援事業所の就労定着率が 8 割以上の事業所 
7 割 

目標設定の考え方 

◇事業所等アンケート調査による令和 5 年度の一般就労移行者見込数 29 人に加

え、会社見学会や就労体験を活用した雇用調整員による一人ひとりに合った就

労支援に努め、特に、農業関連企業への訪問を積極的に取り入れることで、全

体で令和元年度の 1.1 倍、63 人を数値目標とします。 

◇就労定着支援事業については、事業所等アンケート調査の結果、サービスが創

設された平成 30 年度からの 2 年間の事業利用者数は 22 人、平成 29 年度から

の 3 年間の一般就労移行者数が 106 人であることから、事業利用率は約 2割で

した。また、事業利用者 22 人のうち、令和元年度末時点の就労定着者数は 14

名で、定着率は約 6 割でした。 

◇自立支援協議会（就労支援部会）において、就労定着における課題等を協議し、

事業の支援内容の充実に努め、就労系事業利用者へ事業の周知を図ることで、

就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち就労定着支援事業

の利用者を 3 割、就労定着率が 8割以上の事業所を全体の 7 割以上とすること

を数値目標とします。 
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（５） 障害児支援の提供体制の整備等 

国の基本指針 

目標① 児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以上設置 

目標② 医療的ケア児支援の協議の場（都道府県・圏域・市町村ごと）の設置及び

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

本市の目標 

目標① 児童発達支援センターを 3 カ所設置 

目標② 医療的ケア児支援の協議の場の設置及び医療的ケア児等に関する 

コーディネーターの配置の検討 

項   目 数 値 

目標① 

令和 5 年度末までに児童発達支援センターを設置 
3 カ所 

目標② 

医療的ケア児支援のための関係機関との協議会の開催及び 

医療的ケア児等に関するコーディネーター配置の検討 

2 回/年 

目標設定の考え方 

◇児童発達支援センターの設置数は、既に 2 カ所ありますが、国が示す「人口 10

万人規模に 1 カ所」となるよう、さらに 1 カ所の開設を目指します。 

◇児童発達支援センターを地域における中核的な療育支援施設と位置付け、施設

の有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族からの相談、通所利用の

障がい児やその家族に対する支援、障がい児を受け入れている施設への支援、助

言を行い質の高いサービスを提供します。 

◇医療的ケア児支援の協議の場において、保健、医療、福祉、保育、教育等の関係

機関との連絡調整、情報共有等を行います。また、医療的ケア児が適切な支援を

受けながら地域において安心した生活を営むことができるようコーディネータ

ーの配置に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 59 － 

（６） 相談支援体制の充実・強化等  

国の基本指針 

目標 各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保 

本市の目標 

目標 相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保 

項 目 数 値 

目標① 

市内の相談支援事業所に対して訪問等を行い、専門的な指導・

助言を行う 

27 事業所/年 

目標② 

相談支援事業所に対し、人材育成の研修を開催する 
4 回/年 

目標③ 

相談支援事業所同士の連携強化の取組を実施する 
１回/年（各地区毎） 

目標設定の考え方 

◇近年、相談員が対応するケースは複雑なものが多く、相談対応が長期化する事案

が見受けられるため、基幹相談支援センターが市内全ての相談支援事業所を訪問

し、専門的な指導・助言を行います。 

◇基幹相談支援センターが、相談支援事業所の研修回数を増やし、相談支援専門員

のスキルアップに取り組みます。 

◇相談支援事業所同士の連携を図るため、市内４地区毎に年 1 回、連絡会を開催し

ます。 

 

（７） 障害福祉サービス等の質の向上 

国の基本指針 

目標 各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制構築 

本市の目標 

目標 サービスの質の向上を図るための体制構築 

項   目 数 値 

目標 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への市職員の 

参加人数 

4 名以上/年 

目標設定の考え方 

◇市職員が各種研修を活用し、障害者総合支援法の理解を深めるとともに、事業所

の請求の過誤の軽減や適正な運営を行うためのスキルアップに努めます。 
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（１） 訪問系サービス 

① サービスの概要 

サービス名 サービスの内容 

居宅介護 
入浴、排泄、食事の介護など、居宅での生活全般にわたる介護

を行う。 

重度訪問介護 
重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、居宅での生活全般

にわたる介護のほか、外出時の移動の支援を行う。 

同行援護 
重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して

移動の支援を行う。 

行動援護 
知的障がいや精神障がいにより常時介護を要する人に、行動す

るとき必要な介助や外出時の移動の支援などを行う。 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護などの福祉サービス

を包括的に提供する。 

② サービス種別ごとの必要見込量   （単位：利用者数 人/月、利用時間 時間/月） 

項  目 R3 R4 R5 

居宅介護 
利用者数 400 440 480 

利用時間 6,400 6,800 7,200 

重度訪問

介護 

利用者数 13 15 17 

利用時間 5,000 5,700 6,400 

同行援護 
利用者数 50 53 56 

利用時間 750 850 950 

行動援護 
利用者数 4 4 4 

利用時間 14 14 14 

③ 見込みの考え方、確保のための方策 

見込みの考え方 

◇居宅介護など訪問系サービスについては、第 5期計画期間中の状況として、障がい

者本人の重度化、家族の高齢化による支援力の低下等により利用者数・利用時間と

もに増加傾向にあります。これらの状況を踏まえると、第 6期計画期間中も、利用

者は増加していくものと予測され、それにつれて、利用時間も増加していくものと

見込みました。 

確保のための方策 

◇個別相談支援を通して利用者の状態やニーズを把握し、必要なサービスの提供量

を確保します。 

◇ホームヘルパーに対する講座・講習等の受講を促進し、サービスの質の向上に努め

ます。 

３ 活動指標について 
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④ 第 5 期計画期間中の実績       （単位：利用者数 人/月、利用時間 時間/月） 

項  目 
H30 R1 R2 見込 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

居宅介護 
利用者数 290 300 305 335 320 368 

利用時間 5,300 5,414 5,600 5,751 5,900 6,074 

重度訪問 

介護 

利用者数 8 9 8 10 9 12 

利用時間 2,900 3,238 3,000 3,885 3,200 4,398 

同行援護 
利用者数 39 40 40 44 42 47 

利用時間 540 581 560 627 580 694 

行動援護 
利用者数 2 3 3 3 4 4 

利用時間 20 14 25 14 30 14 

 

（２） 日中活動系サービス 

 ① サービスの概要 

サービス名 サービス内容 

生活介護 
常に介護が必要とする人に、施設において、入浴、排泄、

食事の介護や創作的活動などの機会を提供する。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓

練） 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、

身体機能や生活能力の向上ために必要な訓練を行う。 

就労移行支援 
企業で働くことを希望する人に、一定期間、就労に必要な

知識及び能力の向上に必 要な訓練を行う。 

就労継続支援 

（Ａ型…雇用型・ 

Ｂ型…非雇用型） 

企業で働くことが困難な人に、就労の機会や生産活動その

他の活動の機会を提供し、知識や能力の向上のための訓練

を行う。 

就労定着支援 

企業等に新たに雇用された人に対して、就労に伴う生活面

の課題に対応できるよう、一定期間、事業所・家族との連

絡調整などを行う。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、

療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行う。 

短期入所 

自宅で介護を行う人が病気などの理由により介護を行うこ

とができない場合に、短期間の宿泊を伴う入所施設で、入

浴、排泄、食事の介護などを行う。 
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② サービス種別ごとの必要見込量   （単位：利用者数 人/月、利用日数 人日/月） 

項  目 R3 R4 R5 

生活介護 
利用者数 750 765 780 

利用日数 14,200 14,300 14,400 

自立訓練

（機能訓練） 

利用者数 3 3 3 

利用日数 30 30 30 

自立訓練

（生活訓練） 

利用者数 60 60 60 

利用日数 1,000 1,000 1,000 

就労移行

支援 

利用者数 60 60 60 

利用日数 1,000 1,000 1,000 

就労継続

支援（Ａ型） 

利用者数 430 430 430 

利用日数 8,600 8,600 8,600 

就労継続

支援（Ｂ型） 

利用者数 850 900 950 

利用日数 12,800 13,500 14,200 

就労定着支援 利用者数 26 28 30 

療養介護 利用者数 33 33 33 

短期入所 
利用者数 170 190 210 

利用日数 1,300 1,600 1,900 

③ 見込みの考え方・確保のための方策 

見込みの考え方 

◇就労移行支援は、就労継続支援事業への利用者が増加していることから、第 5期

計画期間中では減少傾向ですが、一般就労促進のため現状維持と予測しました。 

◇就労継続支援 A 型は、第 5 期計画期間中は大幅な変化がみられないことから、

利用希望者の掘り起こしが一定程度進んだと考えられ現状維持と予測しまし

た。 

◇就労継続支援 B 型は、近年の傾向から、利用者の増加を見込みました。 

◇就労定着支援は、利用促進の取組により、利用者が増加すると見込みました。 

確保のための方策 

◇就労継続支援は、比較的順調に事業所の整備が進んでいますが、就労移行支援

及び就労定着支援は、障がい者自立支援協議会おいて、事業所の抱える課題等

について協議することで現状の把握に努め、利用促進と整備促進に努めます。 
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④ 第 5期計画期間中の実績     （単位：利用者数・・人/月、利用日数・・人日/月） 

項  目 
H30 R1 R2 見込 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

生活介護 
利用者数 700 701 710 721 720 735 

利用日数 14,000 13,739 14,200 13,949 14,400 14,075 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者数 2 3 3 3 3 3 

利用日数 30 21 40 28 50 30 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用者数 79 64 82 57 84 60 

利用日数 1,380 1,211 1,480 992 1,500 1,000 

就労移行 

支援 

利用者数 70 74 75 63 78 63 

利用日数 1,300 1,288 1,380 1,079 1,440 1,036 

就労継続 

支援（Ａ型） 

利用者数 490 459 495 443 500 438 

利用日数 9,800 9,208 9,900 8,870 10,000 8,764 

就労継続 

支援（Ｂ型） 

利用者数 530 590 540 676 550 755 

利用日数 9,540 10,260 9,720 10,986 9,900 11,876 

就労定着支援 利用者数 20 3 25 15 30 25 

療養介護 利用者数 28 32 27 32 26 33 

短期入所 
利用者数 120 128 125 135 130 151 

利用日数 600 756 630 913 650 1,089 

 

（３） 居住系サービス 

 ① サービスの概要 

サービス名 サービスの内容 

自立生活援助 
障害者支援施設等から地域に移り一人暮らしをする方に対し

て、定期的な巡回訪問などにより支援を行う。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活する住居において、世話人等が必要な支援を行う。 

施設入所支援 施設に入所している人に、入浴、排泄、食事の介護を行う。 

 ② サービス種別ごとの必要見込量               （単位：人／月） 

項  目 R3 R4 R5 

自立生活援助 利用者数 15 20 25 

共同生活援助 

（グループホーム） 
利用者数 267 270 273 

施設入所支援 利用者数 335 335 335 
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③ 見込みの考え方・確保のための方策 

見込みの考え方 

◇自立生活援助は、令和 2 年度に市内に事業所が 1 カ所設置されたため、利用者

の増加を見込みました。 

◇共同生活援助は、地域移行の受け皿であり、新規事業所が増加傾向であること

から、利用者増を見込みました。 

確保のための方策 

◇福祉施設や病院からの地域移行がスムーズに進むよう、施設整備補助金等を活

用し、グループホームの整備を促進し、また、グループホームの空き状況等を把

握し、適切な居住スペースの確保に努めます。 

④ 第 5期計画期間中の実績                 （単位：人／月） 

項  目 
H30 R1 R2 見込 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

自立生活援助 利用者数 5 0 10 0 15 10 

共同生活援助

（グループホーム） 
利用者数 250 257 255 262 260 265 

施設入所支援 利用者数 367 354 365 347 362 335 

 

（４） 相談支援 

 ① サービスの概要 

サービス名 サービス内容 

計画相談支援 
障害福祉サービスの利用のための連絡・調整、利用計画の作成、

モニタリングなどを行う。 

地域移行支援 

入所施設や精神科病院に入所・入院をしている障がいのある人

に対し、地域生活の準備のための外出への同行や相談などの支

援を行う。 

地域定着支援 
居宅で一人暮らしをしている障がいのある人等に対し、夜間も

含む緊急時における連絡、相談などの支援を行う。 

 ② サービス種別ごとの必要見込量               （単位：人／月） 

項  目 R3 R4 R5 

計画相談支援 利用者数 2,600 2,700 2,800 

地域移行支援 利用者数 5 7 9 

地域定着支援 利用者数 10 12 14 
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③ 見込みの考え方・確保のための方策 

見込みの考え方 

◇計画相談支援は、精神障がい者による障害福祉サービスの利用が増加している

ことから増加を見込みました。 

◇一般相談支援事業所が行う地域移行支援及び地域定着支援は、今後地域への移

行が進むと予測し、利用の増加を見込みました。 

確保のための方策 

◇相談支援専門員に必要な研修会を開催し、スキル向上に取り組み、円滑なサー

ビス利用につなげていきます。 

◇相談支援専門員が障がい者のニーズや特性に応じた適正なサービス等利用計画

等が作成できるよう、資質向上を図るため、必要な研修会を開催します。 

◇利用を促進するため関係機関と協議し事業所の増加に努めます。 

④ 第 5期計画期間中の実績                  （単位：人／月） 

項  目 
H30 R1 R2 見込 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

計画相談支援 利用者数 2,190 2,263 2,200 2,391 2,250 2,501 

地域移行支援 利用者数 3 7 5 2 7 3 

地域定着支援 利用者数 10 8 13 8 16 8 

 

（５） 障害児通所支援 

 ① サービスの概要 

サービス名 サービス内容 

児童発達支援 未就学の障がいのある子どもに対し、日常生活における基本的な

動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う。 

医療型児童発

達支援 

肢体に不自由のある未就学の障がいのある子どもに対し、児童発

達支援及び治療を行う。 

放課後等デイ

サービス 

放課後や休業日に支援が必要な就学している障がいのある子ど

もに対し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流を

促進するなどの支援を行う。 

保育所等訪問

支援 

保育所等に通う障がいのある子どもに対し、訪問により保育所等

における集団生活への適応のための専門的な支援を提供します。 

居宅訪問型児

童発達支援 

重度の障がい等により外出が著しく困難な障がいのある子ども

に対し、居宅を訪問して支援を行う。 

障害児相談支

援 

障害児相談支援事業所が行う障害児通所支援等の利用のための

連絡・調整、利用計画の作成、モニタリングなどを行う。 
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② サービス種別ごとの必要見込量  （単位：利用者数 人/月、利用日数 人日/月）  

項  目 R3  R4  R5  

児童発達支援 
利用者数 127 128 129 

利用日数 645 650 655 

医療型 

児童発達支援 

利用者数 0 0 0 

利用日数 0 0 0 

放課後等 

デイサービス 

利用者数 750 900 1,100 

利用日数 9,000 11,500 15,000 

保育所等 

訪問支援 

利用者数 35 45 55 

利用日数 45 60 75 

居宅訪問型 

児童発達支援 

利用者数 1 1 1 

利用日数 5 5 5 

障害児相談支援 利用者数 950 1,100 1,250 

③ 見込みの考え方・確保のための方策 

見込みの考え方 

◇児童発達支援は、第１期計画期間の実績を踏まえ、増加を見込みました。 

◇通所支援は全体的に増加傾向であり、特に放課後等デイサービスは、発達障がい

の診断や疑いのある医師意見書を受ける子どもの数や、新規事業所が増加して

いることから、大幅な増と見込みました。 

確保のための方策 

◇相談支援専門員や事業所への研修会や訪問など関係機関との情報共有により、

障がい児のニーズを的確に把握し、特性に応じた適切なサービスを継続して提

供します。 

◇障がい児の家族等に対して、サービスに関する情報提供を幅広く行い、利用促進

を図ります。 

◇障がいの早期発見に努め、福祉・保健・医療・教育の各機関と連携を図り、適切

な療育に繋げていきます。 
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④ 第 1期計画期間中の実績      （単位：利用者数 人/月、利用日数 人日/月） 

項  目 
H30 R1 R2 見込 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

児童発達支援 
利用者数 130 118 135 124 140 126 

利用日数 650 609 680 636 700 641 

医療型児童発

達支援 

利用者数 0 0 0 0 0 0 

利用日数 0 0 0 0 0 0 

放課後等デイ 

サービス 

利用者数 350 414 360 498 370 610 

利用日数 3,900 4,565 4,100 5,644 4,300 7,163 

保育所等 

訪問支援 

利用者数 22 24 25 23 28 29 

利用日数 22 28 25 27 28 36 

居宅訪問型児

童発達支援 

利用者数 2 1 4 1 6 1 

利用日数 10 3 20 1 30 1 

障害児相談支援 利用者数 550 601 570 708 585 819 
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（６） 地域生活支援事業 

地域生活支援事業は、障がいがある人が自立した日常生活または社会生活を営むこと

ができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効果

的・効率的に実施するものです。 

地域生活支援事業には、必須事業と市町村の判断で実施することができる任意事業、

地域の実情に応じて実施することができる市町村地域生活支援促進事業・特別促進事業

があります。 

① 事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜必須事業＞ 

事業名 内   容 

理解促進研修・啓発事業 
地域社会の住民に対して、障がいや障がい者に対する

理解を深めるための研修や啓発を行います。 

自発的活動支援事業 

精神障がい者及びその家族等の団体が行う精神障が

い者の社会復帰に関する活動の情報提供等及び精神障

がい者に対するボランティア活動の支援を行います。 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 
障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等や

権利擁護のための必要な援助を行います。 

基幹相談支援センター 

機能強化事業 

基幹相談支援センターに特に必要と認められる能力

を有する専門的職員を配置し、事業者に対する指導・助

言、人材育成の支援等を行い、地域における相談支援機

能の強化を図ります。 

成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が有効と認められる重度の知的

障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用

を支援します。 

成年後見制度法人後見支援事業 
後見等の業務を適正に行う法人を確保できる体制を

整備します。 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 

聴覚障がい者並びに音声及び言語機能障がい者に対

し、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記奉仕員、要約筆

記者の派遣を行います。 

手話通訳者設置事業 
障がい福祉課に手話通訳を設置し、来庁者の窓口での

申請等を支援します。 

盲ろう者向け通訳介助員 

派遣事業 

盲ろう者に対し、自立と社会参加を図るため、通訳・

介助員を派遣します。 

日常生活用具給付等事業 

重度の身体・知的・精神障がい、難病患者等に対し、

特殊寝台、入浴補助用具や電気式たん吸引器等の日常生

活用具等を給付します。 
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事業名 内   容 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がい者等との交流活動の促進、市の広報活動な

どの支援者として期待される日常会話程度の手話表現

技術を習得した手話奉仕員を養成します。 

盲ろう者向け通訳介助員養成研

修事業 

聴覚障がいのある人の日常生活や社会生活の支援の

ため、日常会話程度の手話ができる手話奉仕員の養成研

修を行います。 

移動支援事業 

移動の困難な障がいがある人に対して、地域での自立

生活や社会参加を促すため、外出の際の移動を支援しま

す。 

地域活動支援センター機能強化 

事業 

障がい者が地域で自立した生活を送れるよう、創作的

活動、生産活動、日常生活訓練等の機会を提供します。 

 

＜任意事業＞ 

事業名 内   容 

日
常
生
活
支
援
事
業 

訪問入浴サービス事業 
居宅において入浴することが困難な障がい者に対し、

訪問による入浴サービスを提供します。 

日中一時支援事業 
障がい者の日中における活動の場を確保し、家族の就

労及び一時的な休息を支援します。 

地域移行のための安心生

活支援事業 

地域移行のための相談や関係機関とのコーディネー

ト、地域生活体験の場の提供、普及啓発を行います。 

児童発達支援センター機

能強化事業 

柔軟な相談対応による早期支援やきめ細やかな不登

校児支援など障がいのある児童や保護者への対応を強

化します。 

社
会
参
加
支
援
事
業 

レクリエーション活動支

援事業 

障がい者スポーツの普及拡大を目指し、障がい児者ス

ポーツ教室等を開催します。 

点字・声の広報等発行事業 
市政広報・市議会だよりを音訳し、ＣＤに録音して視

覚障がい者に提供します。 
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＜市町村地域生活支援促進事業＞ 

事業名 内   容 

障がい者虐待防止対策支援事業 
障がい者虐待防止センター業務の実施、被虐待者の

一時保護のための居室の確保、普及啓発を行います。 

医療的ケア児総合支援事業 

医療的ケア児支援協議の場において、保健・医療・

福祉・保育・教育等の関係機関との連絡調整、情報共

有等を行います。 

精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステムの構築推進事業 

精神障がい者が地域生活を継続することができる

よう、協議の場を通じて、保健・医療・福祉等の関係

者間の相互理解を促進し、地域生活移行後の支援体制

の充実を図ります。 

 

＜特別促進事業＞ 

事業名 内   容 

ことばの教室 
ことばの教室を設置し、言語聴覚士等による専門的

な療育・相談を通して支援を行います。 
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② 各事業の見込量と確保策 

〇見込量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜必須事業＞

R3 R4 R5

有 有 有

無 無 無

6 6 6

基幹相談支援センター
　　（設置の有無）

有 有 有

基幹相談支援センター
機能強化事業（実施の有無）

有 有 有

35 40 45

0 0 0

520 530 540

0 0 0

0 0 0

24 24 24

44 44 44

44 44 44

67 67 67

5,717 5,717 5,717

3 3 3

30 40 50

0 0 0

139 143 147

10,420 10,520 10,630

4 4 4

255 265 280

（５）成年後見制度法人後見支援事業
　　　　　　（実利用者数）（人）

②手話通訳者設置事業
　　　　　　　（設置者数）（人）

（８）手話奉仕員養成研修事業
　　　　　　　　　（修了者数）（人）

（６）意思疎通支援事業

（11）地域活動支援センター機能
　　　強化事業
　　　上段：実施箇所数（カ所）
　　　下段：実利用者数（人）

④　情報・意思疎通支援用具（件）

③　在宅療養等支援用具　　（件）

（９）盲ろう者向け通訳介助員養成研修事業

　　　　　　　　　（修了者数）（人）

（７）日常生活用具給付事業

②　自立生活支援用具　　　（件）

①　介護・訓練支援用具　　（件）

事　業　名

（１）理解促進研修・啓発事業
　　　　　（実施の有無）

（２）自発的活動支援事業
　　　　　（実施の有無）

（３）相談支援事業

①障害者相談支援事業
　　　　（実施箇所数）

（４）成年後見制度利用支援事業
　　　　　　（実利用者数）（人）

①手話通訳者・要約筆記者派遣事業
　　　　　　　　　　　　　（件）

③盲ろう者向け通訳介助員派遣事業
　　　　　　　（設置者数）（人）

⑥　居宅生活動作補助用具　（件）

⑤　排泄管理支援用具　　　（件）

（10）移動支援事業
　　　上段：実利用者数（人）
　　　下段：延利用時間数（時間）
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＜任意事業＞

R3 R4 R5

11 11 11

160 150 140

有 有 有

1 2 2

12 12 12

有 有 有

有 有 有

＜市町村地域生活支援促進事業＞

R3 R4 R5

有 有 有

有 有 有

有 有 有

＜特別促進事業＞

R3 R4 R5

有 有 有

（１）障がい者虐待防止
　　　対策支援事業　（実施の有無）

（２）医療的ケア児等総合
　　　支援事業　　（実施の有無）

（１）ことばの教室
　　　　　　　　（実施の有無）

（１）日常生活支援事業

事　業　名

②点字・声の広報等発行事業
　　　　　　　　　（実施の有無）

①訪問入浴サービス事業（実利用者数）

②日中一時支援事業　（実利用者数）

（２）社会参加支援事業

④児童発達支援センター機能強化事業
　　　　　　　（実施箇所数）

①レクリエーション活動支援事業
　上段：スポーツ教室開催回数
　下段：スポーツイベント開催事業
　　　　　　　　　（実施の有無）

事　業　名

事　業　名

（３）精神障害にも対応した
　　　地域包括ケアシステムの構築
　　　推進事業　　（実施の有無）

③地域移行のための安心生活支援事業
　　　　　　　（実施の有無）
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〇見込みの考え方、確保のための方策 

＜必須事業＞ 

（１）理解促進研修・啓発事業 

 

（２）自発的活動支援事業 

見込みの 

考え方 

地域生活支援事業の必須事業とされていますが、現時点では、

本市では実施の実績がありません。 

確保のための 

方策 

障がい者等の社会復帰の支援活動等の市民との協働は進めて

いく必要があるため、市民のインフォーマルな活動への支援に

ついて検討します。 

（３）相談支援事業 

事業名 ①障害者相談支援事業 基幹相談支援センター 

見込みの 

考え方 

基幹相談支援センター、地区障がい相談支援及び発達相談支

援事業を市内法人へ委託し継続して実施します。 

確保のための 

方策 

基幹相談支援センターは、地域の関係機関と連携を強化し、

地域の潜在的要支援者の情報収集や必要な支援を行います。 

地区相談支援センター、発達障がい相談支援事業所では、地

域包括支援センターや民生児童委員等と連携を図り、潜在的要

支援者の把握に努めます。 

 

事業名 ①障害者相談支援事業 基幹相談支援センター機能強化事業 

見込みの 

考え方 

市内１法人に基幹相談支援センター機能を委託しており、相

談支援事業所ほか関係機関と連携しながら各種相談に対応して

います。 

確保のための 

方策 

基幹相談支援センター事業を継続し、相談支援の中核的機関

として、困難事例について助言や関係機関の調整など問題解決

に向けた支援を行います。 

 

 

 

見込みの 

考え方 

障がいに対する理解を深めるための啓発イベント等を継続し

て実施していきます。 

確保のための 

方策 

啓発イベント等の内容について、より効果的な方法を検討し、

さらには関係機関や関係団体等と協力し、障がい者に対する理

解促進に取り組みます。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

見込みの 

考え方 

利用者数は見込みを上回って増加しています。今後も毎年 5

人程度の増加を見込みます。 

確保のための 

方策 

成年後見制度の普及啓発のため、市民向けの講演会を実施し、

制度利用を促進します。 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

見込みの 

考え方 

地域生活支援事業の必須事業と位置づけられていますが、現

在のところ、本市では実施実績がありません。 

確保のための 

方策 

成年後見制度利用促進にかかる広域中核機関の設置検討の中

で、法人後見機能についても検討します。 

（６）意思疎通支援事業 

事業名 ①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

見込みの 

考え方 

令和元年度に手話通訳士の職員を採用したことで、市窓口へ

の派遣件数が減少したものの、市主催の行事等への派遣が増加

するものと見込みます。 

確保のための 

方策 

手話通訳者が不足している現状を踏まえ、手話奉仕員養成講

座を継続して開催し、人材確保と育成に努めます。 

 

事業名 ②手話通訳者設置事業 

見込みの 

考え方 

令和元年度に手話通訳士の職員を採用したことで、聴覚に障

がいのある方への情報保障ができていることから、今後の設置

については考えていません。 

 

事業名 ③盲ろう者向け通訳介助員派遣事業 

見込みの 

考え方 

中核市移行により取り組むことができる事業ですが、福井県

と協議した結果、当面は県が継続して実施します。 

（７）日常生活用具給付等事業 

見込みの 

考え方 

障がい者数の推移を考慮し、今後も同程度で推移するものと

見込みます。 

確保のための 

方策 

日常生活に必要な用具については、利用者の動向を見極め、

適切な給付を行います。 

（８）手話奉仕員養成研修事業 

見込みの 

考え方 

過去の実績を踏まえて目標を設定します。 

確保のための 

方策 

利用しやすい開催日時・開催会場を選定し、参加者の増加を

図ります。 
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（９）盲ろう者向け通訳介助員養成研修事業 

見込みの 

考え方 

中核市移行により取り組むことができる事業ですが、福井県

と協議した結果、当面は県が継続して実施します。 

（10）移動支援事業 

見込みの 

考え方 

実績として微増しているため、今後も微増していくものと見

込みます。 

確保のための 

方策 

利用者の動向を見極めて対応します。 

（11）地域活動支援センター機能強化事業 

見込みの 

考え方 

４事業所に委託して実施しており、今後も同様の体制を維持

します。 

確保のための 

方策 

今後も委託継続していきます。 

個別相談支援や日常生活訓練等の提供を行い、福祉サービス

の利用継続が困難な人などの自立のきっかけとなるような支援

の充実に努めます。 

 

＜任意事業＞ 

（１）日常生活支援事業 

事業名 ①訪問入浴サービス事業 

見込みの 

考え方 

減少傾向でありますが、新規利用を想定し、現状維持を見込

みます。 

確保のための 

方策 

サービスを提供できる事業所が限られているため、介護保険

事業所に事業実施を依頼し、サービスの確保に努めます。 

 

事業名 ②日中一時支援事業 

見込みの 

考え方 

障害児通所支援の充実から、利用者数は年々減少しているた

め、今後も減少していくものと見込みます。 

確保のための 

方策 

利用者の動向を見極めて対応します。 

 

事業名 ③地域移行のための安心生活支援事業 

見込みの 

考え方 

現在、１法人に委託して実施中です。 

確保のための 

方策 

今後も委託継続していきます。 

障がい者が地域で安心して生活していけるよう、地域生活支

援拠点の効果的な周知方法や利用促進について検証し、更なる

充実を図ります。 
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事業名 ④児童発達支援センター機能強化事業 

見込みの 

考え方 

現在、１法人に委託して実施中です。 

確保のための 

方策 

今後も委託継続していきます。 

委託先として適当な法人の掘り起こしを行い、児童発達支援

センター市内 2か所の設置を検討していきます。 

（２）社会参加支援事業 

事業名 ①レクリエーション活動等支援事業 

見込みの 

考え方 

事業を継続して実施します。 

確保のための 

方策 

スポーツイベントについては、多くの方の参加を促すため、

種目や開催方法について検討します。 

 

事業名 ②点字・声の広報等発行事業 

見込みの 

考え方 

事業を継続して実施します。 

確保のための 

方策 

今後は、「声の市政だより」「声の市議会だより」を発行す

るとともに、紙面の文字や色彩などに配慮し、障がいのある人

に見やすくわかりやすい情報提供に努めます。 

 

＜市町村地域生活支援促進事業＞ 

（１）障がい者虐待防止対策支援事業 

（２）医療的ケア児等総合支援事業 

見込みの 

考え方 

保健・医療・福祉等の関係機関の協議を継続していきます。 

確保のための 

方策 

今後も関係機関との協議を継続していきます。 

（３）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 

見込みの 

考え方 

保健・医療・福祉・教育等の関係機関の協議を継続していき

ます。 

確保のための 

方策 

今後も関係機関との協議を継続していきます。 

見込みの 

考え方 

現在、１法人に委託して実施中です。 

確保のための 

方策 

今後も委託継続していきます。 

24 時間体制で通報や相談を受付ける虐待防止センターを設

置し、引き続き虐待防止に努めます。 
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＜特別促進事業＞ 

（１）ことばの教室 

見込みの 

考え方 

現在、１法人に委託して実施中です。 

確保のための 

方策 

今後も委託継続していきます。 

就学前の幼児に対して、医療機関受診までの期間の療育支援

を行います。また発達障がい等の疑いがある幼児とその保護者

に特性理解を進め、スムーズな医療機関受診や早期療育の開始、

福祉サービスの利用に繋げます。 
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③ 第５期計画期間中の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜必須事業＞
H30 R1 R2見込

計画 有 有 有
実績 有 有 有
計画 有 有 有
実績 有 有 無

計画 5 5 5
実績 6 6 6
計画 有 有 有
実績 有 有 有
計画 有 有 有
実績 有 有 有
計画 11 13 15
実績 14 21 30

計画 710 720 730
実績 943 795 515
計画 1 1 1
実績 0 0 0

計画 21 21 21
実績 24 20 24
計画 45 45 45
実績 40 35 44
計画 46 46 46
実績 48 23 44
計画 97 97 97
実績 61 65 67
計画 5,825 5,825 5,825
実績 5,883 5,727 5,717
計画 3 3 3
実績 4 3 3
計画 80 80 80
実績 57 33 30
計画 118 126 134
実績 134 132 135
計画 10,370 10,570 10,780
実績 9,240 10,213 10,315
計画 8 8 8
実績 8 5 4
計画 395 405 415
実績 449 289 246

事　業　名

（１）理解促進研修・啓発事業
　　　　　　　（実施の有無）

（６）日常生活用具給付事業

（２）自発的活動支援事業
　　　　　　　（実施の有無）
（３）相談支援事業

①障害者相談支援事業
　　　　　（実施箇所数）

基幹相談支援センター
　　　（設置の有無）
基幹相談支援センター等
機能強化事業（実施の有無）

（４）成年後見制度利用支援事業
　　　　　　　（実利用者数）（人）
（５）意思疎通支援事業

①手話通訳者・要約筆記者派遣事業
　　　　　　　　　　　　（件）
②手話通訳者設置事業
　　　　　　（設置者数）（人）

①　介護・訓練支援用具　（件）

②　自立生活支援用具　　（件）

③　在宅療養等支援用具　（件）

④　情報・意思疎通支援用具（件）

⑤　排泄管理支援用具　　　（件）

⑥　居宅生活動作補助用具　（件）

（７）手話奉仕員養成研修事業
　　　　　　　　（修了者数）（人）

（８）移動支援事業
　　　上段：実利用者数（人）
　　　下段：延利用時間数（時間）

（９）地域活動支援センター機能
　　　強化事業
　　　上段：実施箇所数（カ所）
　　　下段：実利用者数（人）
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＜任意事業＞
H30 R1 R2見込

計画 12 13 13
実績 14 13 11
計画 216 212 208
実績 213 182 171
計画 有 有 有
実績 有 有 有

計画 12 12 12
実績 12 11 1
計画 有 有 有
実績 有 有 有
計画 有 有 有
実績 有 有 有
計画 14 14 14
実績 11 5 8

計画 1 1 1
実績 1 0 0

＜市町村地域生活支援促進事業＞
H30 R1 R2見込

計画 有 有 有
実績 有 有 有

＜特別促進事業＞
H30 R1 R2見込

計画 有 有 有
実績 有 有 有

（３）就業・就労支援事業

事　業　名

（１）日常生活支援事業
①訪問入浴サービス事業
　　　（実利用者数）
②日中一時支援事業
　　　（実利用者数）
③地域移行のための安心
　生活支援事業（実施の有無）

（２）社会参加支援事業
①レクリエーション活動支援事業
　上段：スポーツ教室開催回数
　下段：ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ開催事業
　　　　　　（実施の有無）
②点字・声の広報等発行事業
　　　（実施の有無）
③自動車運転免許取得・改造
　助成事業（助成件数）（件）

①知的障がい者職親委託事業
　　　（職親の数）（人）

事　業　名

事　業　名

（１）ことばの教室
　　　（実施の有無）

（１）障がい者虐待防止
　　　対策支援事業（実施の有無）
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